
号

外

二�
令

和

八

年

三

月
三
十
日

目

次

規

則

○
ソ
フ
ト
ピ
ア
ジ
ャ
パ
ン
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

(

産
業
デ
ジ
タ
ル
推
進
課)

一
ペ
ー
ジ

○
テ
ク
ノ
プ
ラ
ザ
も
の
づ
く
り
支
援
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

二

○
岐
阜
県
県
民
ふ
れ
あ
い
会
館
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

(

文
化
創
造
課)

三

○
ぎ
ふ
清
流
文
化
プ
ラ
ザ
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

四

○
岐
阜
ア
リ
ー
ナ
利
用
料
金
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(
地
域
ス
ポ
ー
ツ
課)

五

○
岐
阜
県
長
良
川
球
技
場
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(
同

)

五

○
岐
阜
県
長
良
川
ス
ポ
ー
ツ
プ
ラ
ザ
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

(

同

)

五

○
岐
阜
県
ク
リ
ス
タ
ル
パ
ー
ク
恵
那
ス
ケ
ー
ト
場
条
例
施
行
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

六

○
岐
阜
県
川
辺
漕そ

う

艇
場
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)
六

○
岐
阜
県
ス
ポ
ー
ツ
科
学
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

(

同

)

六

○
岐
阜
県
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

都
市
公
園
課)

七

規

則

ソ
フ
ト
ピ
ア
ジ
ャ
パ
ン
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
規
則
第
十
七
号

ソ
フ
ト
ピ
ア
ジ
ャ
パ
ン
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

ソ
フ
ト
ピ
ア
ジ
ャ
パ
ン
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則(

平
成
八
年
岐
阜
県
規
則
第
四
十
三
号)

の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
一
１
の
表
舞
台
設
備
の
部
講
演
卓
の
項
中｢

六
六
〇｣

を｢

七
四
〇｣

に
改
め
、
同
部
司

会
卓
の
項
中｢

五
五
〇｣

を｢

六
一
〇｣

に
改
め
、
同
部
花
台
の
項
中｢

三
三
〇｣

を｢

三
七
〇｣

に

改
め
、
同
部
丸
テ
ー
ブ
ル

(

大)

の
項
中

｢

二
二
〇｣

を

｢

二
五
〇｣

に
改
め
、
同
部
丸
テ
ー
ブ
ル

(

小)

の
項
か
ら
角
テ
ー
ブ
ル
の
項
ま
で
の
規
定
中｢

一
一
〇｣

を｢

一
二
〇｣

に
改
め
、
同
部
ド
リ

ン
ク
カ
ウ
ン
タ
ー
の
項
中

｢

七
七
〇｣

を

｢

八
六
〇｣

に
改
め
、
同
部
折
り
畳
み
ス
テ
ー
ジ
の
項
中

｢

四
四
〇｣

を｢

四
九
〇｣

に
改
め
、
同
表
照
明
設
備
の
部
ク
セ
ノ
ン
ピ
ン
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
の
項
中

｢

一
、
五
四
〇｣

を｢

一
、
七
二
〇｣

に
改
め
、
同
部
仮
設
ボ
ー
ダ
ー
ラ
イ
ト
の
項
及
び
仮
設
ア
ッ
パ
ー

ホ
リ
ゾ
ン
ト
ラ
イ
ト
の
項
中｢

三
三
〇｣

を｢

三
七
〇｣

に
改
め
、
同
部
平
凸
レ
ン
ズ
ス
ポ
ッ
ト
の
項

か
ら
カ
ッ
タ
ー
ピ
ン
ス
ポ
ッ
ト
の
項
ま
で
の
規
定
中｢

二
二
〇｣

を｢

二
五
〇｣

に
改
め
、
同
部
パ
ー

ラ
イ
ト
の
項
及
び
二
灯
用
ミ
ニ
ブ
ル
ー
ラ
イ
ト
の
項
中｢

一
一
〇｣

を｢

一
二
〇｣

に
改
め
、
同
部
ク

オ
ー
ツ
ミ
ニ
ラ
イ
ト
の
項
中｢

二
二
〇｣

を｢

二
五
〇｣

に
改
め
、
同
部
エ
フ
ェ
ク
ト
ス
ポ
ッ
ト
の
項

及
び
デ
ィ
ス
ク
マ
シ
ン(

種
板
を
含
む
。)

の
項
中｢

八
八
〇｣

を｢

九
八
〇｣

に
改
め
、
同
部
ダ
ブ

ル
マ
シ
ン(

種
板
を
含
む
。)

の
項
中｢

一
、
一
〇
〇｣

を｢

一
、
二
三
〇｣

に
改
め
、
同
部
先
玉
の

項
中｢

三
三
〇｣

を｢
三
七
〇｣

に
改
め
、
同
部
ス
ト
ロ
ボ
の
項
中｢

一
、
五
四
〇｣

を｢

一
、
七
二
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〇｣
に
改
め
、
同
部
ミ
ラ
ー
ボ
ー
ル
の
項
中｢

六
六
〇｣

を｢

七
四
〇｣

に
改
め
、
同
部
ス
モ
ー
ク
マ

シ
ン
の
項
中｢

一
、
四
三
〇｣

を｢

一
、
六
〇
〇｣

に
改
め
、
同
表
音
響
設
備
の
部
拡
声
装
置
の
項
中

｢

一
、
九
八
〇｣

を｢

二
、
二
一
〇｣

に
改
め
、
同
部
ワ
イ
ヤ
レ
ス
マ
イ
ク(

ハ
ン
ド
型
・
ス
タ
ン
ド

付)

の
項
か
ら
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
マ
イ
ク(

ス
タ
ン
ド
付)

の
項
ま
で
の
規
定
中｢

一
一
〇｣

を｢

一
二

〇｣

に
改
め
、
同
表
そ
の
他
の
附
属
設
備
の
部
映
像
設
備
の
項
中｢

一
一
、
〇
〇
〇｣

を｢

一
二
、
三

一
〇｣

に
改
め
、
同
部
持
込
器
具
電
源(

一)

の
項
金
額(

円)

の
欄
中｢

五
〇｣

を｢

六
〇｣

に
改

め
る
。

別
表
第
二
一
２
の
表
舞
台
設
備
の
部
講
演
卓
の
項
中｢

八
八
〇｣

を｢

九
八
〇｣

に
改
め
、
同
部
司

会
卓
の
項
中｢

六
六
〇｣

を｢

七
四
〇｣

に
改
め
、
同
部
花
台
の
項
中｢

二
二
〇｣

を｢

二
五
〇｣

に

改
め
、
同
部
講
演
者
い
す
の
項
中

｢
五
〇｣

を

｢

六
〇｣

に
改
め
、
同
部
ホ
ワ
イ
ト
ボ
ー
ド
の
項
中

｢

三
三
〇｣

を｢

三
七
〇｣

に
改
め
、
同
部
折
り
畳
み
テ
ー
ブ
ル
の
項
中｢

一
一
〇｣

を｢

一
二
〇｣

に
改
め
、
同
表
照
明
設
備
の
部
ボ
ー
ダ
ー
ラ
イ
ト
の
項
中｢

一
、
二
一
〇｣

を｢

一
、
三
五
〇｣

に
改

め
、
同
部
平
凸
レ
ン
ズ
ス
ポ
ッ
ト
の
項
及
び
フ
レ
ネ
ル
レ
ン
ズ
ス
ポ
ッ
ト
の
項
中｢

一
一
〇｣

を｢

一

二
〇｣

に
改
め
、
同
部
セ
ン
タ
ー
ピ
ン
ス
ポ
ッ
ト
の
項
中｢
五
五
〇｣

を｢

六
一
〇｣

に
改
め
、
同
表

音
響
設
備
の
部
拡
声
装
置
の
項
中｢

一
、
九
八
〇｣

を｢

二
、
二
一
〇｣

に
改
め
、
同
部
ワ
イ
ヤ
レ
ス

マ
イ
ク(

ハ
ン
ド
型
・
ス
タ
ン
ド
付)

の
項
か
ら
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
マ
イ
ク(

ス
タ
ン
ド
付)

の
項
ま
で

の
規
定
中｢

一
一
〇｣

を｢

一
二
〇｣

に
改
め
、
同
表
そ
の
他
の
附
属
設
備
の
部
ピ
ア
ノ
の
項
中｢

二
、

二
三
〇｣

を｢

二
、
五
〇
〇｣

に
改
め
、
同
部
映
像
設
備
の
項
中｢

一
二
、
二
五
〇｣

を｢

一
三
、
七

一
〇｣

に
改
め
、
同
部
持
込
器
具
電
源(

一)

の
項
金
額(

円)

の
欄
中｢

五
〇｣
を｢

六
〇｣

に
改

め
る
。

別
表
第
二
一
３
の
表
講
演
卓
の
項
中

｢

二
二
〇｣

を

｢

二
五
〇｣

に
改
め
、
同
表
司
会
卓
の
項
中

｢

一
七
〇｣

を｢

一
八
〇｣

に
改
め
、
同
表
花
台
の
項
中｢

五
〇｣

を｢

六
〇｣

に
改
め
、
同
表
金
び
ょ

う
ぶ
の
項
中｢

二
五
〇｣

を｢

二
八
〇｣

に
改
め
、
同
表
ド
リ
ン
ク
カ
ウ
ン
タ
ー
の
項
中｢

一
九
〇｣

を｢

二
一
〇｣

に
改
め
、
同
表
折
り
畳
み
ス
テ
ー
ジ
の
項
中｢

一
一
〇｣

を｢

一
二
〇｣

に
改
め
、
同

表
拡
声
装
置
の
項
中｢

四
八
〇｣

を｢

五
四
〇｣

に
改
め
、
同
表
持
込
器
具
電
源(

二)

の
項
中｢

一

五｣

を｢

一
六｣

に
改
め
る
。

別
表
第
二
一
４
の
表
拡
声
装
置
の
項
中｢

一
、
九
八
〇｣

を｢

二
、
二
一
〇｣

に
改
め
、
同
表
ワ
イ

ヤ
レ
ス
マ
イ
ク(

ハ
ン
ド
型
・
ス
タ
ン
ド
付)

の
項
か
ら
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
マ
イ
ク(

ス
タ
ン
ド
付)

の

項
ま
で
の
規
定
中｢

一
一
〇｣

を｢

一
二
〇｣

に
改
め
、
同
表
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー(

フ
ロ
ン
ト
式)

の

項
中｢

一
、
四
九
〇｣

を｢

一
、
六
六
〇｣

に
改
め
、
同
表
テ
レ
ビ
・
ビ
デ
オ
シ
ス
テ
ム
の
項
中｢

七

八
〇｣

を｢

八
七
〇｣

に
改
め
、
同
表
講
演
卓
の
項
中｢

一
一
〇｣

を｢

一
二
〇｣

に
改
め
、
同
表
持

込
器
具
電
源(

一)

の
項
金
額(

円)

の
欄
中｢

五
〇｣

を｢

六
〇｣

に
改
め
、
同
表
持
込
器
具
電
源

(

二)

の
項
中｢

一
五｣

を｢

一
六｣

に
改
め
、
同
表
電
子
黒
板
の
項
中｢

三
三
〇｣

を｢

三
七
〇｣

に
改
め
る
。

別
表
第
二
一
５
の
表
持
込
器
具
電
源(

一)

の
項
金
額(

円)

の
欄
中｢

五
〇｣

を｢

六
〇｣

に
改

め
、
同
表
持
込
器
具
電
源

(

二)

の
項
中

｢

一
五｣

を

｢

一
六｣

に
改
め
、
同
表
電
子
黒
板
の
項
中

｢

三
三
〇｣

を｢

三
七
〇｣

に
改
め
る
。

別
表
第
二
二
の
表
ノ
ー
ト
型
パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
項
中｢

六
八
〇｣

を｢

七
六
〇｣

に
改

め
る
。

別
表
第
二
三
の
表
宿
泊
設
備(

一)

の
項
中｢

一
、
八
八
〇｣

を｢

二
、
一
〇
〇｣

に
改
め
、
同
表

宿
泊
設
備(

二)

の
項
中｢

八
四
〇｣

を｢

九
四
〇｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

テ
ク
ノ
プ
ラ
ザ
も
の
づ
く
り
支
援
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
規
則
第
十
八
号

テ
ク
ノ
プ
ラ
ザ
も
の
づ
く
り
支
援
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

テ
ク
ノ
プ
ラ
ザ
も
の
づ
く
り
支
援
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則(

平
成
十
一
年
岐
阜
県
規
則
第
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
一
の
表
講
演
卓
の
項
及
び
司
会
卓
の
項
中｢

二
二
〇｣

を｢

二
五
〇｣

に
改
め
、
同
表
花

台
の
項
中

｢

五
〇｣

を

｢

六
〇｣

に
改
め
、
同
表
折
り
畳
み
ス
テ
ー
ジ

(

幕
板
を
含
む
。)

の
項
中

｢
四
四
〇｣

を｢

四
九
〇｣

に
改
め
、
同
表
映
像
音
声
送
受
信
設
備
の
項
中｢

四
、
六
一
〇｣

を｢

五
、

一
七
〇｣
に
改
め
、
同
表
持
込
器
具
電
源
の
項
金
額(

円)

の
欄
中｢

五
〇｣

を｢

六
〇｣

に
改
め
る
。

別
表
第
二
二
の
表
ホ
ワ
イ
ト
ボ
ー
ド
の
項
中｢

一
〇
〇｣

を｢

一
一
〇｣

に
改
め
、
同
表
テ
レ
ビ
の

項
中｢

七
七
〇｣
を｢

八
六
〇｣

に
改
め
、
同
表
ビ
デ
オ
デ
ッ
キ
の
項
中｢

四
四
〇｣

を｢

四
九
〇｣

に
改
め
、
同
表
液
晶
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
の
項
中｢

一
、
六
六
〇｣

を｢

一
、
八
六
〇｣

に
改
め
、
同
表

ス
ク
リ
ー
ン(

移
動
式)
の
項
中｢

二
二
〇｣

を｢

二
五
〇｣

に
改
め
、
同
表
拡
声
装
置
の
項
中｢

四
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四
〇｣

を｢

四
九
〇｣

に
改
め
、
同
表
ワ
イ
ヤ
レ
ス
マ
イ
ク(

ハ
ン
ド
型
・
ス
タ
ン
ド
付)

の
項
及
び

ワ
イ
ヤ
レ
ス
マ
イ
ク(

タ
イ
ピ
ン
型)

の
項
中｢

三
四
〇｣

を｢

三
八
〇｣

に
改
め
、
同
表
持
込
器
具

電
源
の
項
金
額(

円)

の
欄
中｢

五
〇｣

を｢

六
〇｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
県
民
ふ
れ
あ
い
会
館
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
規
則
第
十
九
号

岐
阜
県
県
民
ふ
れ
あ
い
会
館
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
県
民
ふ
れ
あ
い
会
館
条
例
施
行
規
則(

平
成
六
年
岐
阜
県
規
則
第
二
十
七
号)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
１
の
表
音
響
設
備
の
部
拡
声
装
置
の
項
中｢

二
、
二
〇
〇｣

を｢

二
、
四
二
〇｣

に
改
め
、

同
部
拡
声
装
置(

移
動
式)

の
項
中｢

四
、
八
四
〇｣

を｢

五
、
三
二
〇｣
に
改
め
、
同
部
ビ
デ
オ
カ

セ
ッ
ト
テ
ー
プ
レ
コ
ー
ダ
ー
の
項
中｢

一
、
五
四
〇｣

を｢

一
、
六
九
〇｣
に
改
め
、
同
部
レ
ー
ザ
ー

デ
ィ
ス
ク
プ
レ
ー
ヤ
ー
の
項
中｢

一
、
一
〇
〇｣

を｢

一
、
二
一
〇｣

に
改
め
、
同
部
ビ
デ
オ
プ
ロ
ジ
ェ

ク
タ
ー
の
項
及
び
ビ
デ
オ
モ
ニ
タ
ー
の
項
中｢

三
、
三
〇
〇｣

を｢

三
、
六
三
〇｣
に
改
め
、
同
部
書

画
カ
メ
ラ
の
項
中｢

二
、
二
〇
〇｣

を｢

二
、
四
二
〇｣

に
改
め
、
同
部
ワ
イ
ヤ
レ
ス
マ
イ
ク
の
項
中

｢

一
、
三
二
〇｣

を｢

一
、
四
五
〇｣

に
改
め
、
同
部
オ
ー
バ
ー
ヘ
ッ
ド
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
の
項
及
び

ス
ラ
イ
ド
フ
ィ
ル
ム
テ
レ
ビ
コ
ン
バ
ー
タ
ー
の
項
中｢

一
、
一
〇
〇｣

を｢

一
、
二
一
〇｣

に
改
め
、

同
部
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー(

移
動
式)

の
項
中｢

二
、
〇
九
〇｣

を｢

二
、
三
〇
〇｣

に
改
め
、
同
部
ス

ク
リ
ー
ン
の
項
中｢

五
五
〇｣

を｢

六
一
〇｣

に
改
め
、
同
部
ス
ク
リ
ー
ン(

移
動
式)

の
項
中｢

二

二
〇｣

を

｢

二
四
〇｣

に
改
め
、
同
部
カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
レ
コ
ー
ダ
ー
の
項
中

｢

一
、
一
〇
〇｣

を

｢

一
、
二
一
〇｣

に
改
め
、
同
部
連
続
録
音
用
カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
デ
ッ
キ
の
項
中｢

一
一
、
〇
〇
〇｣

を｢

一
二
、
一
〇
〇｣

に
改
め
、
同
部
コ
ン
パ
ク
ト
デ
ィ
ス
ク
プ
レ
ー
ヤ
ー
の
項
中｢

一
、
一
〇
〇｣

を｢

一
、
二
一
〇｣

に
改
め
、
同
部
同
時
通
訳
設
備
の
項
中｢

一
一
、
〇
〇
〇｣

を｢

一
二
、
一
〇
〇｣

に
改
め
、
同
部
議
長
ユ
ニ
ッ
ト
の
項
中｢

五
五
〇｣

を｢

六
一
〇｣

に
改
め
、
同
部
参
加
者
ユ
ニ
ッ
ト

の
項
中｢

四
四
〇｣

を｢

四
八
〇｣

に
改
め
、
同
部
同
時
通
訳
用
受
信
機
の
項
中｢

二
二
〇｣

を｢

二

四
〇｣

に
改
め
、
同
部
カ
ラ
ー
テ
レ
ビ
の
項
中｢

一
、
一
〇
〇｣

を｢

一
、
二
一
〇｣

に
改
め
、
同
表

そ
の
他
の
附
属
設
備
等
の
部
円
テ
ー
ブ
ル
の
項
中｢

二
二
〇｣

を｢

二
四
〇｣

に
改
め
、
同
部
サ
ー
ビ

ス
台
の
項
中｢

五
五
〇｣

を｢

六
一
〇｣

に
改
め
、
同
部
講
演
卓
子
の
項
中｢

一
、
一
〇
〇｣

を｢

一
、

二
一
〇｣

に
改
め
、
同
部
司
会
卓
子
の
項
中｢

四
四
〇｣

を｢

四
八
〇｣

に
改
め
、
同
部
花
台(

一)

の
項
中｢

三
三
〇｣

を｢

三
六
〇｣

に
改
め
、
同
部
花
台(

二)

の
項
か
ら
可
動
ス
テ
ー
ジ(

二)

の

項
ま
で
の
規
定
中｢

四
四
〇｣

を｢

四
八
〇｣

に
改
め
、
同
部
金
び
ょ
う
ぶ
の
項
中｢

一
、
八
七
〇｣

を｢

二
、
〇
六
〇｣

に
改
め
、
同
部
花
瓶(

一)

の
項
中｢

七
七
〇｣

を｢

八
五
〇｣

に
改
め
、
同
部

花
瓶(

二)

の
項
中｢

五
五
〇｣

を｢

六
一
〇｣

に
改
め
、
同
部
ピ
ア
ノ
の
項
中｢

三
、
九
六
〇｣

を

｢

四
、
三
六
〇｣

に
改
め
、
同
部
パ
ン
ト
リ
ー
の
項
中｢

一
一
、
〇
〇
〇｣

を｢

一
二
、
一
〇
〇｣

に

改
め
、
同
部
持
込
器
具
電
源
の
項
中｢

六
〇｣

を｢

七
〇｣

に
改
め
る
。

別
表
第
二
２�
の
表
舞
台
設
備
の
部
平
台
の
項
中｢

二
一
〇｣

を｢

二
三
〇｣

に
改
め
、
同
部
コ
ン

ト
ラ
バ
ス
用
椅
子
の
項
及
び
背
も
た
れ
付
き
ピ
ア
ノ
用
椅
子
の
項
中｢

一
一
〇｣

を｢

一
二
〇｣

に
改

め
、
同
部
指
揮
台
の
項
中｢

九
九
〇｣

を｢

一
、
〇
九
〇｣

に
改
め
、
同
部
指
揮
者
用
譜
面
台
の
項
中

｢

二
二
〇｣

を｢

二
四
〇｣

に
改
め
、
同
部
講
演
卓
子
の
項
中｢

一
、
九
八
〇｣

を｢

二
、
一
八
〇｣

に
改
め
、
同
部
司
会
卓
子
の
項
中｢

一
、
一
〇
〇｣

を｢

一
、
二
一
〇｣

に
改
め
、
同
部
花
台
の
項
中

｢

三
三
〇｣

を｢

三
六
〇｣

に
改
め
、
同
部
花
瓶
の
項
中｢

五
五
〇｣

を｢

六
一
〇｣

に
改
め
、
同
部

机
の
項
及
び
ホ
ワ
イ
ト
ボ
ー
ド
の
項
中｢

二
二
〇｣

を｢

二
四
〇｣

に
改
め
、
同
部
式
次
第
掛
け
の
項

中｢

三
三
〇｣

を｢

三
六
〇｣

に
改
め
、
同
部
金
び
ょ
う
ぶ
の
項
中｢

二
、
二
〇
〇｣

を｢

二
、
四
二

〇｣

に
改
め
、
同
表
照
明
設
備
の
部
照
明
Ａ
セ
ッ
ト(

演
奏
会
用)

の
項
中｢

五
、
五
〇
〇｣

を｢

六
、

〇
五
〇｣

に
改
め
、
同
部
照
明
Ｂ
セ
ッ
ト(

色
照
明
・
色
変
化
有
り)

の
項
中｢

一
一
、
〇
〇
〇｣

を

｢

一
二
、
一
〇
〇｣

に
改
め
、
同
部
ピ
ン
ス
ポ
ッ
ト
の
項
中｢

三
、
三
〇
〇｣

を｢

三
、
六
三
〇｣

に

改
め
、
同
部
ス
ポ
ッ
ト(

一
キ
ロ
ワ
ッ
ト)

の
項
中｢

三
三
〇｣

を｢

三
六
〇｣

に
改
め
、
同
部
ス
ポ
ッ

ト(

一
・
五
キ
ロ
ワ
ッ
ト)

の
項
中｢

四
四
〇｣

を｢

四
八
〇｣

に
改
め
、
同
表
音
響
設
備
の
部
拡
声

装
置
の
項
中｢

二
、
二
〇
〇｣

を｢

二
、
四
二
〇｣

に
改
め
、
同
部
ワ
イ
ヤ
レ
ス
マ
イ
ク
の
項
中｢

一
、

三
二
〇｣

を｢

一
、
四
五
〇｣

に
改
め
、
同
部
つ
り
マ
イ
ク
の
項
か
ら
カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
レ
コ
ー
ダ
ー

の
項
ま
で
の
規
定
中｢

一
、
一
〇
〇｣

を｢

一
、
二
一
〇｣

に
改
め
、
同
部
オ
ー
プ
ン
テ
ー
プ
レ
コ
ー

ダ
ー
の
項
中｢

一
、
三
二
〇｣

を｢

一
、
四
五
〇｣

に
改
め
、
同
部
デ
ジ
タ
ル
オ
ー
デ
ィ
オ
テ
ー
プ
レ

コ
ー
ダ
ー
の
項
か
ら
レ
コ
ー
ド
プ
レ
ー
ヤ
ー
の
項
ま
で
の
規
定
中｢

一
、
一
〇
〇｣

を｢

一
、
二
一
〇｣

に
改
め
、
同
表
そ
の
他
の
附
属
設
備
の
部
外
国
製
ピ
ア
ノ
の
項
中｢

一
二
、
一
〇
〇｣

を｢

一
三
、
三

一
〇｣

に
改
め
、
同
部
日
本
製
ピ
ア
ノ
の
項
中｢

七
、
六
九
〇｣

を｢

八
、
四
六
〇｣

に
改
め
、
同
部

パ
イ
プ
オ
ル
ガ
ン
の
項
中｢
二
一
、
三
六
〇｣

を｢

二
三
、
五
〇
〇｣

に
改
め
、
同
部
チ
ェ
ン
バ
ロ
の
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項
中｢

一
一
、
〇
〇
〇｣

を｢

一
二
、
一
〇
〇｣

に
改
め
、
同
部
映
像
及
び
音
声
の
記
録
装
置
の
項
中

｢
三
、
三
〇
〇｣

を｢

三
、
六
三
〇｣

に
改
め
、
同
部
オ
ン
ラ
イ
ン
映
像
配
信
記
録
シ
ス
テ
ム
の
項
中

｢

五
、
二
二
〇｣

を｢

五
、
七
四
〇｣

に
改
め
、
同
部
ハ
ン
デ
ィ
ビ
デ
オ
カ
メ
ラ
の
項
中｢

一
、
五
二

〇｣

を｢

一
、
六
七
〇｣

に
改
め
、
同
部
持
込
器
具
電
源
の
項
中｢

六
〇｣

を｢

七
〇｣

に
改
め
る
。

別
表
第
二
２�
の
表
音
響
設
備
の
部
拡
声
装
置
の
項
中｢

二
、
二
〇
〇｣

を｢

二
、
四
二
〇｣

に
改

め
、
同
部
カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
レ
コ
ー
ダ
ー
の
項
及
び
コ
ン
パ
ク
ト
デ
ィ
ス
ク
プ
レ
ー
ヤ
ー
の
項
中｢

一
、

一
〇
〇｣

を｢

一
、
二
一
〇｣
に
改
め
、
同
表
そ
の
他
の
附
属
設
備
の
部
ピ
ア
ノ
の
項
中｢

二
、
五
三

〇｣

を｢

二
、
七
八
〇｣

に
改
め
、
同
部
指
揮
者
用
椅
子
の
項
中｢

二
二
〇｣

を｢

二
四
〇｣

に
改
め

る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

ぎ
ふ
清
流
文
化
プ
ラ
ザ
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
規
則
第
二
十
号

ぎ
ふ
清
流
文
化
プ
ラ
ザ
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

ぎ
ふ
清
流
文
化
プ
ラ
ザ
条
例
施
行
規
則(

平
成
六
年
岐
阜
県
規
則
第
九
十
号)
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

別
表
一
の
表
舞
台
設
備
の
部
所
作
台
の
項
中｢

一
一
、
九
九
〇｣

を｢

一
三
、
一
九
〇｣
に
改
め
、

同
部
平
台
の
項
中｢

二
二
〇｣

を｢

二
四
〇｣

に
改
め
、
同
部
毛
せ
ん(

大)

の
項
中｢

一
一
〇｣
を

｢

一
二
〇｣

に
改
め
、
同
部
毛
せ
ん(

小)

の
項
中｢

六
〇｣

を｢

七
〇｣

に
改
め
、
同
部
フ
ェ
ル
ト

毛
せ
ん
の
項
中｢

四
四
〇｣

を｢

四
八
〇｣

に
改
め
、
同
部
長
座
布
団
の
項
中｢

一
一
〇｣

を｢

一
二

〇｣

に
改
め
、
同
部
高
座
用
座
布
団
の
項
及
び
上
敷
の
項
中｢

二
二
〇｣

を｢

二
四
〇｣

に
改
め
、
同

部
袖
パ
ネ
ル
の
項
中

｢

一
一
〇｣

を

｢

一
二
〇｣

に
改
め
、
同
部
地
が
す
り
の
項
中

｢

八
八
〇｣

を

｢

九
七
〇｣

に
改
め
、
同
部
蹴
込
み
パ
ネ
ル
の
項
中｢

二
、
六
四
〇｣

を｢

二
、
九
〇
〇｣

に
改
め
、

同
部
バ
レ
エ
用
シ
ー
ト
の
項
中｢

七
七
〇｣

を｢

八
五
〇｣

に
改
め
、
同
部
人
形
立
て
の
項
中｢

一
一

〇｣

を｢

一
二
〇｣

に
改
め
、
同
部
講
演
卓
子
の
項
中｢

一
、
四
三
〇｣

を｢

一
、
五
七
〇｣

に
改
め
、

同
部
司
会
卓
子
の
項
中｢

九
九
〇｣

を｢

一
、
〇
九
〇｣

に
改
め
、
同
部
花
台
の
項
中｢

三
三
〇｣

を

｢

三
六
〇｣

に
改
め
、
同
部
式
次
第
掛
け
の
項
中｢

一
一
〇｣

を｢

一
二
〇｣

に
改
め
、
同
部
び
ょ
う

ぶ(

金
、
銀
、
鳥
の
子)

の
項
中｢

二
、
〇
九
〇｣

を｢

二
、
三
〇
〇｣

に
改
め
、
同
部
キ
ャ
ス
タ
ー

付
折
り
畳
み
テ
ー
ブ
ル
の
項
及
び
可
動
白
板
の
項
中｢

二
二
〇｣

を｢

二
四
〇｣

に
改
め
、
同
部
松
羽

目
幕
の
項
中

｢

二
、
五
九
〇｣

を

｢

二
、
八
五
〇｣

に
改
め
、
同
表
照
明
設
備
の
部
照
明
Ａ
セ
ッ
ト

(

講
演
会
用)

の
項
中｢

四
、
四
〇
〇｣

を｢

四
、
八
四
〇｣

に
改
め
、
同
部
照
明
Ｂ
セ
ッ
ト(

演
奏

会
、
演
劇
用)

の
項
中｢

九
、
四
六
〇｣

を｢

一
〇
、
四
一
〇｣

に
改
め
、
同
部
ロ
ア
ー
ホ
リ
ゾ
ン
ト

ラ
イ
ト
の
項
及
び
ア
ッ
パ
ー
ホ
リ
ゾ
ン
ト
ラ
イ
ト
の
項
中｢

一
、
九
一
〇｣

を｢

二
、
一
〇
〇｣

に
改

め
、
同
部
天
井
板
反
射
ラ
イ
ト
の
項
中｢

一
、
七
六
〇｣

を｢

一
、
九
四
〇｣

に
改
め
、
同
部
ス
ポ
ッ

ト
ラ
イ
ト(

一
キ
ロ
ワ
ッ
ト)

の
項
中｢

四
四
〇｣

を｢

四
八
〇｣

に
改
め
、
同
部
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト

(

五
〇
〇
ワ
ッ
ト)

の
項
中｢

三
〇
〇｣

を｢

三
三
〇｣

に
改
め
、
同
部
エ
リ
プ
ソ
イ
ダ
ル
ス
ポ
ッ
ト

ラ
イ
ト
の
項
中｢

六
六
〇｣

を｢

七
三
〇｣

に
改
め
、
同
部
フ
ッ
ト
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
の
項
及
び
パ
ー

ラ
イ
ト
の
項
中｢

一
一
〇｣

を｢

一
二
〇｣

に
改
め
、
同
部
ボ
ー
ダ
ー
ラ
イ
ト
の
項
中｢

一
、
二
一
〇｣

を｢

一
、
三
三
〇｣

に
改
め
、
同
部
ス
ト
リ
ッ
プ
ラ
イ
ト(

六
灯
用)

の
項
中｢

二
二
〇｣

を｢

二
四

〇｣

に
改
め
、
同
部
ス
ト
リ
ッ
プ
ラ
イ
ト(

十
二
灯
用)

の
項
中｢

二
八
〇｣

を｢

三
一
〇｣

に
改
め
、

同
部
ミ
ラ
ー
ボ
ー
ル
の
項
中｢

六
六
〇｣

を｢

七
三
〇｣

に
改
め
、
同
部
ス
ト
ロ
ボ
ス
コ
ー
プ
の
項
中

｢

二
、
五
三
〇｣

を｢

二
、
七
八
〇｣

に
改
め
、
同
部
エ
フ
ェ
ク
ト
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
の
項
中｢

一
、

五
四
〇｣

を｢

一
、
六
九
〇｣

に
改
め
、
同
部
セ
ン
タ
ー
レ
ス
ダ
ブ
ル
マ
シ
ー
ン
の
項
中｢

五
五
〇｣

を｢

六
一
〇｣

に
改
め
、
同
部
リ
ッ
プ
ル
マ
シ
ー
ン
の
項
中｢

三
三
〇｣

を｢

三
六
〇｣

に
改
め
、
同

部
オ
ー
ロ
ラ
マ
シ
ー
ン
の
項
中｢

九
九
〇｣

を｢

一
、
〇
九
〇｣

に
改
め
、
同
表
音
響
設
備
の
部
拡
声

装
置(

マ
イ
ク
二
本
を
含
む
。)

の
項
中｢

二
、
二
〇
〇｣

を｢

二
、
四
二
〇｣

に
改
め
、
同
部
コ
ン

デ
ン
サ
マ
イ
ク(

ス
タ
ン
ド
付
き)

の
項
中｢

五
五
〇｣

を｢

六
一
〇｣

に
改
め
、
同
部
ダ
イ
ナ
ミ
ッ

ク
マ
イ
ク(

ス
タ
ン
ド
付
き)

の
項
中｢

一
一
〇｣

を｢

一
二
〇｣

に
改
め
、
同
部
ワ
イ
ヤ
レ
ス
マ
イ

ク
の
項
中｢

四
四
〇｣

を｢

四
八
〇｣

に
改
め
、
同
部
つ
り
マ
イ
ク
装
置
の
項
中｢

一
、
一
〇
〇｣

を

｢

一
、
二
一
〇｣

に
改
め
、
同
部
移
動
ス
ピ
ー
カ
ー(

キ
ャ
ス
タ
ー
付
き)

の
項
中｢

四
、
六
二
〇｣

を
｢

五
、
〇
八
〇｣

に
改
め
、
同
部
移
動
ス
ピ
ー
カ
ー

(

ス
タ
ン
ド
付
き)

の
項
中

｢

七
七
〇｣

を

｢
八
五
〇｣

に
改
め
、
同
部
オ
ー
プ
ン
テ
ー
プ
レ
コ
ー
ダ
ー
の
項
中｢

一
、
三
二
〇｣

を｢

一
、
四
五

〇｣
に
改
め
、
同
部
ミ
ニ
デ
ィ
ス
ク
レ
コ
ー
ダ
ー
の
項
か
ら
レ
コ
ー
ド
プ
レ
ー
ヤ
ー
の
項
ま
で
の
規
定

中｢

八
八
〇｣
を｢

九
七
〇｣

に
改
め
、
同
表
映
像
設
備
の
部
ス
ラ
イ
ド
映
写
装
置
の
項
中｢

一
、
一

〇
〇｣

を｢
一
、
二
一
〇｣

に
改
め
、
同
部
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
の
項
中｢

四
、
四
〇
〇｣

を｢

四
、
八

四
〇｣

に
改
め
、
同
部
ス
ク
リ
ー
ン
の
項
中｢

一
、
六
五
〇｣

を｢

一
、
八
二
〇｣

に
改
め
、
同
部
ブ

ル
ー
レ
イ
デ
ィ
ス
ク
プ
レ
ー
ヤ
ー
の
項
中｢

九
九
〇｣

を｢

一
、
〇
九
〇｣

に
改
め
、
同
表
そ
の
他
の
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附
属
設
備
の
部
コ
ン
サ
ー
ト
用
ピ
ア
ノ(

日
本
製)

の
項
中｢

七
、
七
〇
〇｣

を｢

八
、
四
七
〇｣

に

改
め
、
同
部
コ
ン
サ
ー
ト
用
ピ
ア
ノ(

外
国
製)

の
項
中｢

一
二
、
一
〇
〇｣

を｢

一
三
、
三
一
〇｣

に
改
め
、
同
部
チ
ェ
ロ
奏
者
用
椅
子
の
項
及
び
コ
ン
ト
ラ
バ
ス
奏
者
用
椅
子
の
項
中

｢

一
一
〇｣

を

｢

一
二
〇｣
に
改
め
、
同
部
指
揮
台
の
項
中｢

九
九
〇｣

を｢

一
、
〇
九
〇｣

に
改
め
、
同
部
指
揮
者

用
譜
面
台
の
項
中｢
二
二
〇｣

を｢

二
四
〇｣

に
改
め
、
同
部
オ
ン
ラ
イ
ン
映
像
配
信
記
録
シ
ス
テ
ム

の
項
中

｢

五
、
二
三
〇｣
を

｢

五
、
七
五
〇｣

に
改
め
、
同
部
持
込
器
具
電
源
の
項
中

｢

六
〇｣

を

｢

七
〇｣

に
改
め
る
。

別
表
二
の
表
グ
ラ
ン
ド
ピ
ア
ノ(

第
四
練
習
室
を
除
く
。)

の
項
中｢

一
、
五
四
〇｣

を｢

一
、
六

九
〇｣

に
改
め
、
同
表
持
込
器
具
電
源
の
項
中｢

六
〇｣

を｢

七
〇｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
ア
リ
ー
ナ
利
用
料
金
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
規
則
第
二
十
一
号

岐
阜
ア
リ
ー
ナ
利
用
料
金
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
ア
リ
ー
ナ
利
用
料
金
規
則(

昭
和
四
十
年
岐
阜
県
規
則
第
五
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

別
表
第
一
会
議
室
及
び
第
二
会
議
室
の
項
中｢

五
九
〇
円｣

を｢

六
四
〇
円｣

に
改
め
、
同
表
第
三

会
議
室
及
び
第
四
会
議
室
の
項
中｢

三
〇
〇
円｣

を｢

三
三
〇
円｣

に
改
め
、
同
表
特
別
会
議
室
の
項

中｢

一
、
四
七
〇
円｣

を｢

一
、
六
〇
〇
円｣

に
改
め
、
同
表
シ
ャ
ワ
ー
室
の
項
中｢

一
〇
〇
円｣
を

｢

一
一
〇
円｣

に
改
め
、
同
表
可
動
ス
テ
ー
ジ
の
項
中｢

一
〇
、
四
六
〇
円｣

を｢

一
一
、
五
一
〇
円｣

に
改
め
、
同
表
舞
台
照
明
の
項
中｢

二
、
六
四
〇
円｣

を｢

三
、
三
〇
〇
円｣

に
改
め
、
同
表
三
人
掛

用
補
助
椅
子
の
項
中｢

六
〇
円｣

を｢

七
〇
円｣

に
改
め
、
同
表
放
送
設
備
の
項
中｢

三
、
三
〇
〇
円｣

を｢

三
、
六
三
〇
円｣

に
、｢

一
、
六
六
〇
円｣

を｢

一
、
八
三
〇
円｣

に
改
め
、
同
表
ホ
ー
ル
の
照

明
設
備
の
項
中｢

三
、
六
五
〇
円｣

を｢

四
、
五
六
〇
円｣

に
改
め
、
同
表
電
光
式
得
点
表
示
盤
の
項

中｢

六
六
〇
円｣

を｢

七
三
〇
円｣

に
改
め
、
同
表
ピ
ア
ノ
の
項
中｢

一
、
九
八
〇
円｣

を｢

二
、
一

八
〇
円｣

に
改
め
、
同
表
持
込
器
具
電
源
利
用
料
金
の
項
中｢

五
〇
円｣

を｢

六
〇
円｣

に
改
め
、
同

表
空
調
設
備
の
項
中｢

四
、
一
九
〇
円｣

を｢

五
、
二
四
〇
円｣

に
改
め
、
同
表
ダ
イ
レ
ク
ト
プ
ロ
ジ
ェ

ク
タ
ー(

ス
ク
リ
ー
ン
付
き)

の
項
中｢

五
二
〇
円｣

を｢

五
七
〇
円｣

に
改
め
、
同
表
映
写
ス
ク
リ
ー

ン
の
項
中｢

一
、
〇
五
〇
円｣

を｢

一
、
一
六
〇
円｣

に
改
め
、
同
表
講
演
卓
の
項
中｢

一
、
四
四
〇

円｣

を｢

一
、
五
八
〇
円｣

に
改
め
、
同
表
司
会
卓
の
項
中｢

一
、
〇
〇
〇
円｣

を｢

一
、
一
〇
〇
円｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
長
良
川
球
技
場
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
規
則
第
二
十
二
号

岐
阜
県
長
良
川
球
技
場
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
長
良
川
球
技
場
条
例
施
行
規
則(

平
成
三
年
岐
阜
県
規
則
第
三
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
表
１
の
表
会
議
室
の
項
中｢

一
、
六
六
〇｣

を｢

一
、
八
三
〇｣

に
、｢

二
、
二
〇
〇｣

を｢

二
、

四
二
〇｣

に
、｢

一
、
九
八
〇｣

を｢

二
、
一
八
〇｣

に
、｢

五
、
八
四
〇｣

を｢

六
、
四
三
〇｣

に
改

め
る
。

別
表
２
の
表
照
明
設
備(

夜
間
照
明)

の
部
三
分
の
一
灯
の
項
中｢

一
、
二
三
◯｣

を｢

一
、
五
〇

〇｣

に
改
め
、
同
部
三
分
の
二
灯
の
項
中｢

二
、
四
六
◯｣

を｢

三
、
〇
〇
〇｣

に
改
め
、
同
部
全
灯

の
項
中｢

三
、
六
六
◯｣

を｢

四
、
四
七
〇｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
長
良
川
ス
ポ
ー
ツ
プ
ラ
ザ
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英
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岐
阜
県
規
則
第
二
十
三
号

岐
阜
県
長
良
川
ス
ポ
ー
ツ
プ
ラ
ザ
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
長
良
川
ス
ポ
ー
ツ
プ
ラ
ザ
条
例
施
行
規
則(

平
成
五
年
岐
阜
県
規
則
第
五
十
六
号)

の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
大
会
議
室
の
項
中｢

五
、
五
五
〇｣

を｢

六
、
一
六
〇｣

に
、｢

七
、
三
三
〇｣

を｢

八
、
一

四
〇｣

に
、｢

六
、
七
〇
〇｣
を｢

七
、
四
四
〇｣

に
、｢

一
九
、
五
八
〇｣

を｢

二
一
、
七
四
〇｣

に

改
め
、
同
表
研
修
室
の
項
中｢
一
、
七
八
○｣

を｢

一
、
九
八
○｣

に
、｢

二
、
四
一
〇｣

を｢

二
、

六
八
〇｣

に
、｢

二
、
一
〇
〇｣
を｢
二
、
三
三
〇｣

に
、｢

六
、
二
九
〇｣

を｢

六
、
九
九
〇｣

に
改

め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
ク
リ
ス
タ
ル
パ
ー
ク
恵
那
ス
ケ
ー
ト
場
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
規
則
第
二
十
四
号

岐
阜
県
ク
リ
ス
タ
ル
パ
ー
ク
恵
那
ス
ケ
ー
ト
場
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
ク
リ
ス
タ
ル
パ
ー
ク
恵
那
ス
ケ
ー
ト
場
条
例
施
行
規
則(

平
成
十
七
年
岐
阜
県
規
則
第
八
十

七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
ス
ケ
ー
ト
用
具
の
部
中｢

六
三
〇｣

を｢

六
九
〇｣

に
改
め
、
同
表
夜
間
照
明
の
部
中｢
一
、

二
五
〇｣

を｢

一
、
四
三
〇｣

に
改
め
、
同
表
競
技
大
会
用
設
備
・
器
具
の
部
中｢

二
五
、
一
五
〇｣

を｢

二
七
、
六
七
〇｣

に
、｢

二
五
〇｣

を｢

二
八
〇｣

に
、｢

六
、
二
八
〇｣

を｢

六
、
九
一
〇｣

に

改
め
、
同
表
氷
上
ス
ポ
ー
ツ
用
具
の
部
中｢

六
三
〇｣

を｢

六
九
〇｣

に
、｢

一
、
二
五
〇｣

を｢

一
、

三
八
〇｣

に
改
め
、
同
表
軽
ス
ポ
ー
ツ
用
具
の
部
中｢

二
五
〇｣

を｢

二
八
〇｣

に
改
め
、
同
表
ト
レ
ー

ニ
ン
グ
器
具
の
部
中｢

四
〇
〇｣

を｢

四
四
〇｣

に
、｢

四
、
〇
〇
〇｣

を｢

四
、
四
〇
〇｣

に
改
め
、

同
表
附
属
施
設
の
部
中｢

三
、
二
七
〇｣

を｢

三
、
七
三
〇｣

に
、｢

五
〇
〇｣

を｢

五
七
〇｣

に
、

｢

一
、
二
五
〇｣

を｢

一
、
四
三
〇｣

に
改
め
、
同
表
附
属
設
備
の
部
シ
ャ
ワ
ー
の
項
中｢

一
二
〇｣

を｢

一
四
〇｣

に
改
め
、
同
部
ロ
ッ
カ
ー
の
項
中｢

一
二
〇｣

を｢

一
三
〇｣

に
改
め
、
同
部
冷
暖
房

設
備
の
項
中｢

二
五
〇｣

を｢

二
九
〇｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
川
辺
漕そ

う

艇
場
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
規
則
第
二
十
五
号

岐
阜
県
川
辺
漕そ
う

艇
場
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
川
辺
漕そ
う

艇
場
条
例
施
行
規
則(

平
成
二
十
二
年
岐
阜
県
規
則
第
九
十
七
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
一
の
表
四
人
漕こ

ぎ
舟
艇
の
項
中｢

一
、
〇
一
〇｣

を｢

一
、
一
一
〇｣

に
、｢

一
、
三
九
〇｣

を｢

一
、
五
三
〇｣

に
、｢

二
、
一
四
〇｣

を｢

二
、
三
五
〇｣

に
改
め
、
同
表
二
人
漕
ぎ
舟
艇
の
項

及
び
一
人
漕
ぎ
舟
艇
の
項
中｢

八
八
〇｣

を｢

九
七
〇｣

に
、｢

一
、
三
九
〇｣

を｢

一
、
五
三
〇｣

に
、｢

一
、
二
五
〇｣

を｢

一
、
三
八
〇｣

に
、｢

二
、
一
四
〇｣

を｢

二
、
三
五
〇｣

に
改
め
、
同
表

モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
の
項
中｢

二
、
〇
一
〇｣

を｢

二
、
二
一
〇｣

に
、｢

二
、
八
九
〇｣

を｢

三
、
一

八
〇｣

に
、｢

四
、
〇
二
〇｣

を｢

四
、
四
二
〇｣

に
、｢

五
、
七
九
〇｣

を｢

六
、
三
七
〇｣

に
改
め

る
。別

表
二
の
表
会
議
室
の
項
中｢

一
、
〇
一
〇｣

を｢

一
、
一
〇
〇｣

に
、｢

一
、
一
三
〇｣

を｢

一
、

二
三
〇｣

に
改
め
る
。

別
表
三
の
表
浴
室
の
項
中｢

二
五
〇｣

を｢

二
七
〇｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
ス
ポ
ー
ツ
科
学
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英
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岐
阜
県
規
則
第
二
十
六
号

岐
阜
県
ス
ポ
ー
ツ
科
学
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
ス
ポ
ー
ツ
科
学
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則(

平
成
二
十
八
年
岐
阜
県
規
則
第
七
十
四
号)

の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
浴
室(

宿
泊
室
の
使
用
者
が
利
用
す
る
場
合
を
除
く
。)

の
項
中｢

五
一
〇｣

を｢

五
六
〇｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
規
則
第
二
十
七
号

岐
阜
県
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則(

昭
和
三
十
七
年
岐
阜
県
規
則
第
百
三
十
五
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
二
１
の
表
陸
上
競
技
場
の
項
中｢

八
、
四
七
〇｣

を｢

九
、
三
二
〇｣
に
、｢
一
一
、
〇

〇
〇｣

を｢

一
二
、
一
〇
〇｣

に
、｢

一
〇
、
一
二
〇｣

を｢

一
一
、
一
三
〇｣

に
、｢

二
九
、
五
九
〇｣

を

｢

三
二
、
五
五
〇｣

に
改
め
、
同
表
野
球
場
の
項
中

｢

三
、
五
二
〇｣

を

｢

三
、
八
七
〇｣
に
、

｢

四
、
六
二
〇｣

を｢

五
、
〇
八
〇｣

に
、｢

四
、
一
八
〇｣

を｢

四
、
六
〇
〇｣

に
、｢

一
二
、
三
二

〇｣

を｢

一
三
、
五
五
〇｣

に
改
め
、
同
表
本
館
の
項
中｢

六
、
二
七
〇｣

を｢

六
、
九
〇
〇｣

に
、

｢

八
、
一
四
〇｣

を｢

八
、
九
五
〇｣

に
、｢

七
、
四
八
〇｣

を｢

八
、
二
三
〇｣

に
、｢

二
一
、
八
九

〇｣

を｢

二
四
、
〇
八
〇｣

に
改
め
る
。

別
表
第
一
二
２
の
表
体
育
器
具
の
部
電
光
表
示
盤
の
項
中｢

九
、
九
〇
〇｣

を｢

一
〇
、
八
九
〇｣

に
、｢

三
、
三
〇
〇｣

を｢

四
、
一
三
〇｣

に
、｢

三
、
七
四
〇｣

を｢

四
、
六
八
〇｣

に
、｢

一
、
七

六
〇｣

を｢

二
、
二
〇
〇｣

に
改
め
、
同
部
移
動
式
バ
ス
ケ
ッ
ト
ゴ
ー
ル
の
項
中｢

二
、
七
六
〇｣

を

｢

三
、
〇
四
〇｣

に
改
め
、
同
部
レ
ス
リ
ン
グ
用
具
の
項
及
び
新
体
操
用
床
マ
ッ
ト
の
項
中｢

二
、
二

〇
〇｣

を｢

二
、
四
二
〇｣

に
改
め
、
同
部
体
操
の
項
中｢

一
三
、
二
〇
〇｣

を｢

一
四
、
五
二
〇｣

に
、｢

八
、
八
〇
〇｣

を｢

九
、
六
八
〇｣

に
改
め
、
同
部
陸
上
競
技
用
具
の
項
中｢

二
二
、
〇
〇
〇｣

を｢

二
四
、
二
〇
〇｣

に
、｢

二
、
五
四
〇｣

を｢

二
、
七
九
〇｣

に
改
め
、
同
表
音
響
設
備
の
部
第

一
体
育
館
音
響
調
整
設
備
の
項
中｢

一
六
、
五
〇
〇｣

を｢

一
八
、
一
五
〇｣

に
改
め
、
同
部
第
二
体

育
館
放
送
設
備
の
項
中｢

三
、
三
〇
〇｣

を｢

三
、
六
三
〇｣

に
改
め
、
同
部
武
道
館
の
項
中｢

二
、

四
二
〇｣

を｢

二
、
六
六
〇｣

に
改
め
、
同
部
陸
上
競
技
場
の
項
及
び
野
球
場
放
送
設
備
の
項
中｢

五
、

五
〇
〇｣

を｢

六
、
〇
五
〇｣

に
改
め
、
同
表
映
像
設
備
の
部
第
一
体
育
館
の
項
中｢

一
、
〇
二
〇｣

を｢

一
、
二
八
〇｣

に
改
め
、
同
表
照
明
設
備
の
部
ア
リ
ー
ナ
照
明
の
項
中｢

半

灯｣

を｢

半

灯｣

に
、｢

一
、
八
四
〇｣

を｢

二
、
三
〇
〇｣

に
、｢

全

灯｣

を｢

全
灯｣

に
、｢

三
、
六
八

〇｣

を｢

四
、
六
〇
〇｣

に
、｢

五
九
〇｣

を｢

七
四
〇｣

に
、｢

一
、
一
八
〇｣

を｢

一
、
四
八
〇｣

に
、｢

剣
道
場
半
灯｣

を｢

剣
道
場｣

に
、｢

一
、
一
〇
〇｣

を｢

一
、
三
八
〇｣

に
、｢

柔
道
場
半
灯｣

を｢

柔
道
場｣

に
改
め
、
同
部
ス
テ
ー
ジ
照
明
の
項
中｢

二
二
、
〇
〇
〇｣

を｢

二
七
、
五
〇
〇｣

に
、

｢

五
五
、
〇
〇
〇｣

を

｢

六
八
、
七
五
〇｣

に
改
め
、
同
部
夜
間
照
明
の
項
中

｢

三
、
九
七
〇｣

を

｢

四
、
九
六
〇｣

に
、｢

九
、
九
一
〇｣

を｢

一
二
、
三
九
〇｣

に
、｢

一
七
、
一
一
〇｣

を｢

二
一
、

三
九
〇｣

に
、｢

四
、
〇
〇
〇｣

を｢

四
、
二
四
〇｣

に
、｢

八
、
〇
〇
〇｣

を｢

八
、
四
八
〇｣

に
、

｢

一
二
、
〇
〇
〇｣

を｢

一
二
、
七
二
〇｣

に
、｢

五
四
〇｣

を｢

五
七
〇｣

に
、｢

一
、
〇
七
〇｣

を

｢

一
、
一
三
〇｣

に
、｢

二
、
三
六
〇｣

を｢

二
、
八
八
〇｣

に
、｢

四
、
七
一
〇｣

を｢

五
、
七
五
〇｣

に
、｢

三
、
三
〇
〇｣

を

｢

四
、
一
三
〇｣

に
改
め
、
同
部
持
込
電
気
器
具
の
項
中

｢

二
二
〇｣

を

｢

二
八
〇｣

に
、｢

五
〇｣

を｢

六
〇｣

に
改
め
、
同
表
冷
暖
房
設
備
の
部
第
一
体
育
館
の
項
中｢

一

六
、
九
四
〇｣

を

｢

二
一
、
一
八
〇｣

に
改
め
、
同
部
第
二
体
育
館
の
項
中

｢

一
一
、
七
七
〇｣

を

｢

一
四
、
七
一
〇｣

に
改
め
、
同
部
武
道
館
の
項
中｢

五
、
六
一
〇｣

を｢

七
、
〇
一
〇｣

に
改
め
、

同
部
体
育
室
の
項
中｢

三
、
七
四
〇｣

を｢

四
、
六
八
〇｣

に
改
め
、
同
表
舞
台
設
備
の
部
組
立
舞
台

ユ
ニ
ッ
ト
の
項
中｢

九
二
、
四
〇
〇｣

を｢

一
〇
一
、
六
四
〇｣

に
改
め
、
同
部
金
び
ょ
う
ぶ
の
項
中

｢

五
、
五
〇
〇｣

を｢

六
、
〇
五
〇｣

に
改
め
、
同
部
演
台(

花
台
を
含
む
。)

の
項
中｢

二
、
二
〇

〇｣

を｢

二
、
四
二
〇｣

に
改
め
、
同
部
司
会
者
用
演
台
の
項
及
び
バ
ト
ン
の
項
並
び
に
同
表
映
写
設

備
の
部
中｢

一
、
一
〇
〇｣

を｢

一
、
二
一
〇｣

に
改
め
、
同
表
そ
の
他
の
部
長
机
の
項
中｢

五
〇｣

を｢
六
〇｣

に
改
め
、
同
部
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
の
項
中｢

一
一
、
〇
〇
〇｣

を｢

一
二
、
一
〇
〇｣

に

改
め
、
同
部
壁
面
収
納
可
動
席
の
項
中｢

五
五
、
〇
〇
〇｣

を｢

六
〇
、
五
〇
〇｣

に
改
め
る
。

別
表
第
一
四
の
表
冷
暖
房
設
備
の
部
広
間
の
項
中｢

二
一
〇｣

を｢

二
六
〇｣

に
改
め
、
同
部
小
間

の
項
中｢

一
〇
〇｣
を｢

一
三
〇｣

に
改
め
る
。

別
表
第
二
水
泳
場
の
部
五
〇
メ
ー
ト
ル
プ
ー
ル
及
び
二
五
メ
ー
ト
ル
プ
ー
ル(

冷
水
期
間)

の
項
中

( ) 令和８年３月30日 岐 阜 県 公 報 号 外 �７



｢
三
四
〇｣

を｢

三
七
〇｣

に
、｢

一
六
〇｣

を｢

一
八
〇｣

に
改
め
、
同
部
五
〇
メ
ー
ト
ル
プ
ー
ル

及
び
二
五
メ
ー
ト
ル
プ
ー
ル(

温
水
期
間)

の
項
中｢

六
六
〇｣

を｢

七
三
〇｣

に
、｢

三
四
〇｣

を

｢

三
七
〇｣
に
改
め
、
同
表
弓
道
場
の
部
中｢

三
四
〇｣

を｢

三
七
〇｣

に
、｢

一
六
〇｣

を｢

一
八

〇｣

に
改
め
、
同
表
補
助
競
技
場
の
部
中｢

一
一
〇｣

を｢

一
二
〇｣

に
、｢

五
〇｣

を｢

六
〇｣

に

改
め
る
。

別
記
第
七
号
様
式
の
七
中｢100円

｣

を｢
円
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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